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Q 0033：2026 (ISO 33403：2024) 

（3） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS Q 0033:2019 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 Q 0033：2026 
 (ISO 33403：2024) 

標準物質－使用上の要求事項及び推奨事項 

Reference materials-Requirements and recommendations for use 

 
序文 

この規格は，2024 年に第 1 版として発行された ISO 33403 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，標準物質（RM）の使用に関する一般推奨事項を示す。これらの推奨事項は，実際の事例に

よって示され，ある程度，RM に付随する複雑さも反映している。この内容は，RM の使用者，及び試験所

で品質管理に責任をもつ全ての者，例えば，手順書，作業説明書，操作手順の立案者，査読者，管理者及

び評価者にとって有用であるとみなせる。 

認証標準物質（CRM）に関しては，国際目盛又は他の測定標準に対する認証値の計量計測トレーサビリ

ティが確立されている。CRM ではない RM に関しては，多くの場合，このような種類の特性値のトレーサ

ビリティは確立されていない。それにもかかわらず，これらの RM は，測定手順の一部，例えば，様々な

水準の精度評価などに利用されることがある。 

RM の主な用途を 6.1.1 に示す。ここに示された全ての目的に，全ての種類の RM が使用可能であるとは

限らない。 

1 適用範囲 

この規格は，測定プロセスにおける標準物質（RM），特に認証標準物質（CRM）の適正な使用方法につ

いて規定し，また，指針を示す。これらの使用方法には次が含まれる。 

－ 測定方法の精度及び真度の評価 

－ 品質管理 

－ 物質に対する値の付与 

－ 校正 

－ 取決めによる目盛の確立 

この規格では，様々な用途に対する各種の RM の主な要件についても記載している。 

校正のための RM の調製は，JIS Q 17034 及び JIS Q 0035 の適用範囲の一部である。この規格が扱う事

項は，自らの装置を校正するために試験所が用いるような，小規模な RM の調製及び値の付与の基本的事

項に限られている。配付を目的とした大規模な RM の生産は，この規格の適用範囲外である。この種の活

動は，JIS Q 17034 及び JIS Q 0035 が扱っている。 


